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令和2年11月25日判決言渡渡同日原本領収裁判所書記官

運転免許証交付処分取消等請求事件

口頭弁論終結日令和2年10月16日

判 決
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被告大 阪 府

同代表者兼処分行政庁 大阪府公:安委員会

同委員会代表者委員長 井 上 誠

指定代理人 田 野 浩

同 矢 野 登志夫

同 瀬 尾 英 之

同 岩 井 幸

同 木 下 欣 彦

主 文

大阪府公安委員会が■■■年■月■日付けで原告に対してした，

10

15

1 大阪府公安委員会が■■■■年■月■■日付けで原告に対してした，優良

運転者である旨の記載のない運転免許証を交付してする運転免許証の有効

期間の更新処分を取り消す。

2大阪府公安委員会は,原告に対し，優良運転者である旨の記載のある運転

免許証を交付して運転免許証の有効期間の更新処分をせよ。

3訴訟費用は被告の負担とする｡

事実：及び理由

請求

主文同旨

事案の概要

20

第1

25
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本件は，道路交通法（以下「法｣という。 ）所定の違反行為（信号無視）が

あったとして，運転免許証（以下「免許証」 という。 ）の有効期間の更新の申

請手続上法にいう優良運転者でなく一般運転者に該当するものと扱われ，大阪

府公安委員会から,優良運転者である旨の記載のない■■■年■月■日付
けの免許証を交付されて更新処分（以下「本件処分」 という。 ）を受けた原告

が，違反行為を否認し，優良運転者に当たると主張して，本件処分の取消しを

求めるとともに，上記記載のある免許証を交付してする更新処分の義務付けを

求める事案である。

1関係法令の定め

関係法令の定めは，別紙「関係法令の定め」記載のとおりである(同別紙中

で定めた略称は，以下においても同様に用いる。 ） 。

2前提事実（争いのない事実,顕著な事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨

により容易に認められる事実）

（1） 原告ぱ運転免許を受け，免許証を交付されている。

5

10

(215

20

の全趣旨） 。

(3)原告は,■■■■年■月■日
「原告車両」 という。 ）を運転し

時■■分頃，普通乗用自動車（ 下
近
以
付9

道路において，左折専用車線である第1通行帯を北方から南方に向かって走
●

行し，信号機により交通整理の行われている本件交差点において左折進行し

25
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たところ,交通駁織りをしていた■警察官に停止を求…た(乙3．弁
論の全趣旨） 。

原告は｡酔察富から｡対面信号機〈以下｢本件信号機｣ という｡ )⑳
表示する信号が赤色灯火かつ直進の青色灯火矢印であるにもかかわらず， こ

れに従わず左折進行した（以下「本件信号無視」という。 ） として，反則行

為（法125条1項, 119条1項1号の2）の告知をされ，いわゆる交通

反則切符中の交通事件原票の供述書（以下､｢本件供述書」 という。 ）に署名

及び指印をした（乙1） 。

５

その後，原告は，反則金の納付をしなかったが，

10

甲榊菫趣”年■月■
の全趣旨） 。

(4 ） 原告は 日，大阪府公安委員会に対し,免許証の更新
＝〆ヘレテ

の申請をした（以下「本件申請」 という。 ） 。 これに対して，大阪府公安委

員会は, 同年■月■日,有効期間を■年間とする同年酢■日付けの免
許証を交付して，免許証の更新（本件処分）をした。 この免許証には，免許

を受けた者が優良運転者である旨の記載（法93条1項5号）はなかった。

大阪府公安委員会は，本件信号無視があったことを前提として，原告は令

33条の7第1項にいう違反行為である令別表第二の一，備考二の24所定

の信号無視をしたから優良運転者に当たらないとして，本件処分の際，免許

証に原告が優良運転者である旨の記載をしなかったものであり，本件違反行

為がなければ，原告は優良運転者に該当するものであった（弁論の全趣旨） 。

（5） 原告は，平成31年3月22日，大阪府公安委員会に対し，本件処分を不

服として審査請求をした。大阪府公安委員会は，令和元年11月27日，原

告に対し，審査請求を棄却する裁決をし，その頃，原告に通知した（甲5） 。

（6） 原告は，令和2年4月22日，本件訴訟を提起した（顕著な事実） 。

3 争点及び争点に関する当事者の主張の要旨

15

20

ｒ

25
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本件の争点は，原告が本件信号無視をしたか否かであり， この点に関する当

事者の主張の要旨は,次のとおりである。

(被告の主張の要旨）

原喬が本件信号騨穏をしたところ團 咋察實が現認したも…る。
警察官の現認位置から，本件信号機及び停止線の視認性に問題はなく，

警察官は原告車両の走行状況を確実に現認していた。

本件信号機の表示する信号が赤色灯火かつ直進の青色灯火矢印に変わった

ところで左折進行したのであれば，青色灯火かつ直進の青色灯火矢印に変わる

まで直進しようとする車両は進行することができないから，原告車両が左折進

行する際に直進しようとする車両が列をなして停止していたとしても矛盾は

画

旦

10

ない。

(原告の主張の要旨）

原告は，本件信号無視をしていない。原告は，本件信号機の表示する信号が

左折の青色灯火矢印であったことから左折したものである。

15

20

(被告の主張の要旨）記載の原告の発言は否認する。

25
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第33 当裁判所の判断

1 原告が本件信号無視をしたか否か

（1） 警察官の供述について

被告は， 察官が原告による本件信号無視を現認したと主張し，

車両を停…た■警察…締り状況…齢

ア■
ａ
．

り供述する （同人の陳述書である乙8の記載を含む。以下同じ6 ） 。

葉罵欝
同

阪

いた。10

本件交差点においては，本件交差点南行き車線の対面信号機(本件信

号機）が赤色灯火かつ直進の青色灯火矢印であるにもかかわらず，本件

交差点北側南行き車線第1通行帯を進行し，停止線を越えて本件交差点

に進入し左折進行する車両が多かったこと，そのような車両が本件交差

点東側の自転車横断帯を通行中の自転車と交通事故を起こすおそれがあ15

ったことから， 本件

交差点北東角において信号無視の取締りが行われていた。

20

25
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5

点における交通取締りに従事し，原告車両が本件交差点において本件信

号無視をしたものとして交通違反処理をしたはずであるが，具体的な記

億はない。 ・

ｲ■警察官は,■■年酢■日■警察官とともに本件交差
点における交通取締りに従事し，原告車両が本件交差点において本件信号

無視をしたのを現認したはずであるが,具体的な記憶はな＜,■■■■■■

10

陳述書を作成した（乙

7） ・

ｳ■警察官の供述は｡本件交差点Iこおける交通取締り及び交通違反処理
の一般的な方法について詳細に説明するものであり，その説明内容も合理

的なものであるから，一定以上の信用性を有する。また，本件交差点にお

ける交通取締りは日常業務として定期的に繰り返されていたものであり，

15

20

取締りにおける誤認も少なく，取締りの精度も相当程度に高かったものと

いうことができる。

そうすると；■警察官及び■警察官により原告に対して適正にゞ
通取締りがされたこと,すなわち，原告が本件信号無視をしたことが一定

程度以上に推認される。

原告本人の供述について

25

(2)
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ア原告は,本件信号無視をしたとされる当時の状況等について，要旨次の

とおり主張し，供述する。

原告は

交差点の

本件

ころ

卜

■
麺
■

停止線の約50m手前にある 差点を直進通過した と

で，原告車両が走行していた第1通行帯が左折専用車線であることに気付

いた｡原告は, ｜ 圏簔点を通過してすぐの時点や本件交差点に進入す
る直前の時点で，本件信号機の表示する信号を確認したところ，左折の青

5

灯火矢印であった。原告は，色

に
陸件交差点を左折進行し

10

原告は,本件交差点を左折するとすぐに，警察官から停止を命じられ；

１
｢まっすぐしか行けませんよ。 '」と言われた。

E
信号無視をした旨告げられた｡原告は，

機の表示する信号が左折の青色灯火矢印

15

｜あった旨を述べて否認したが,解放してもらえなかった。で

原告は，本件供述書にひと20

まず署名して解放してもらった。

25
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F

イ原告の前記アの供述は，原告が本件交差点を左折進行した理由や本件供

述書に署名押印した理由の説明として自然で迫真性に富むものであって，

採用することができる。

これに対して，本件信号無視を現認したとする

陳述書（乙7）には，本件についても，間違いな

警察官が作成した

く，5

信号無視を現認したので,違反車両を停
●

えるが， 当時は多数の信号無視の取締り止させ，所定の手続を行ったと言えるが， 当時は多数の信号無視の取締り

を行っていたので,それ以上の記憶はない旨の記載があるにとどまる。ま

麓|こ 鴛腰群
た

つ

及び陳述書（乙8）によれば， 当時，本件交差点において,本件信号機の

表示する信号が赤色灯火かつ直進の青色灯火矢印であるにもかかわらずi

本件交差点を左折進行する車両が多く，本件交差点の自転車横断帯を同横

断帯用の信号機の青色灯火信号に従って通行する自転車との事故を防止す

るために，特に本件信号無視と同様の態様の信号無視に着目して取締りを

行っていたことが認められるから’一般論としては｡■善察官が信ゞ
無視を誤認する可能性は低いということはできる。

:駕轍鮒享二
しかし

の距離は

の位置からだと，対面する車両への視認性を優先している信号機を斜めか

らのぞき込むこととなるため青色矢印灯火も一部が日除けにかかり視野か

ら欠けている。本件信号機の表示する信号が左折の青色灯火矢印であるの
、 ‘

か直進の青色灯火矢印であるのかの識別に万全を期し難く， これを見誤っ

た可能性を一概に否定することはできない（乙5．写真第1，第2号と同

第7,第8号とを対照） 。

そうすると,酔察官の陳述書並びに■警察官の証言及び陳述書

10

15

20

25
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'こ相応の信用性があるとはいえるものの,前記のとおり■■警察官に±
る本件信号機の視認状況が万全とまではいい難く，そのほかにこれを裏付

ける客観的な証拠がないことに鑑みれば,その信用性には限界があるもの

といわなければならない。そして,原告の前記アの供述の信用性が高いこ

±を踏まえると,■書察官及び■■警察官による供述等の信用性が相
当程度弾劾されることを否定することはできないものというべきである。

(31以上の次第であるから,■■■警察官の陳述書並びに■警察官の証言及
び陳述書によっても原告が本件信号無視をしたものと認めることはできず,

． ／ ・ ．

また,原告が本件供述書に署名押印したという事実は認められるものの， こ

れによって，原告が本件信号無視をしたものと推認することはできず，ほか

に原告が本件信号無視をしたものと認めるに足りる証拠はない。

2本件処分の適法性について

前記1で説示したところによれば，原告が本件信号無視をしたものとは認め

られないのであるから，大阪府公安委員会は,本件申請に対し，優良運転者で

ある旨の記載のある免許証を交付して免許証の更新をすべきであった。 しかる

に，同委員会は，優良運転者である旨の記載のない免許証を交付して本件処分

をしたものであるから，本件処分は違法である。 ：

3義務付けの訴えについて

前記2で説示したとおり，大阪府公安委員会は，本件申請に応答して免許証

の更新をするに当たり，優良運転者である旨の記載のある免許証を交付すべき

であったのに，その旨の記載のない免許証を交付したものであるから，本件処

分は, 申請に応答して授益をするに当たり法律上付与すべき権利利益の宇部を

付与しなかったものであり，本件申請の一部拒否処分と同様の法律状態を生じ

させたものといえる。

そうすると，本件の義務付けの訴えについては，行政事件訴訟法3条6項2

号所定の義務付けの訴えに関する規定が適用されるものというべきであり，本

5

10

15

20

25
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件処分は取り消されるべきものであるから,本件の義務付けの訴えは適法であ

る（同法37条の3第1項2号） 。

そして，本件処分の取消請求に理由があり,かつ，原告は本件処分の時点で

優良運転者であって，大阪府公安委員会が優良運転者である旨の記載のある免

許証を交付すべきであることが法9S条1項の規定から明らかであるから，上

記免許証を交付して免許証の更新をすべき旨を命ずべきである（行政事件訴訟

法37条の3第5項〉。 i

結論

よって，原告の請求はいずれも理由があるから，これを認容することとして，

主文のとおり判決する。

5

第4

10

／

大阪地方裁判所第2民事部

15

裁判長裁判官

森 鍵 一

20

裁判官

齋 藤 毅
I

25
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(別紙）

関係法令の定め

運転免許並びに免許証及びその有効期間,記載事項等

(1) 自動車等を運転しようとする者は，公安委員会の運転免許（以下「免許｣

という。 ）を受けなければならず（法84条1項） ，免許は,免許証を交付

して行う（法92条1項） 。

(2) 法92条の2第1項(令和元年法律第20号による改正前のもの｡以下同

じ。 ）は，免許証の交付又は更新を受けた者を「優良運転者」及び「一般運

転者｣と「違反運転者等」 とに区分しているところ, 「優良運転者」の意義

は， ｢更新日等（中略）までに継続して免許（中略）を受けている期間が5

年以上である者であって，自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に

基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆心

等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が優良な者として政令

で定める基準に適合するもの」と規定されている（同項の表の備考一・の2）。

上記基準は,道路交通法施行令（令和元年政令第108号による改正前のも

の。以下「令｣という。 ） 33条の7第1項1号により，所定の更新期間内

に免許証の有効期間の更新（以下「免許証の更新」 という。 ）を申請する者

については,更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生

日の40日前の日の前5年間において違反行為等をしたことがないことと

されている。

これに対し， 「一般運転者｣とは， 「優良運転者又は違反運転者等以外の

者」をいい（法92条の2第1項の表の備考一の3） ， 「違反運転者等」 と

は, 「更新日等までに継続して免許を受けている期間が5年以上ある者であ

って自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並び

にこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係

る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当する．も

1

5

10

15

一

20

25
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の又は当該期間が5年未満である者」をいう（同表の備考一の4） 。

(3) 免許証には， 「免許証の番号」 ， 「免許の年月日並びに免許証の交付年月

日及び有効期間の末日」 ， 「免許の種類」 ， 「免許を受けた者の本籍，住所，

氏名及び生年月日」を記載するほか，免許を受けた者が優良運転者である場

合にあっては，表側の余白の部分に，その旨をも記載する（法93条1項，

3項，道路交通法施行規則19条2項，別記様式第14の備考4） 。

2免許証の更新

免許証の更新を受けようとする者は，所定の更新期間内に,その者の住所地

を管轄する公安委員会に更新申請書を提出しなければならない(法101条1

項） 。

免許証の更新は，更新申請者が現に有する免許証と引換えに新たな免許証を免許証の更新は，更新申請者が現に有する免許証と引換えに新たン

5

10

交付して行う （法101条7項，道路交通法施行規則29条9項) 。

以上
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甲第ざ号蕊

大阪府公安委員会指令（監）第174号

令和元年11月27日

I
審査請求人

住所

氏名
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一

裁 決 書

I

平成3'年3月”日に申立てのあった有効期間が■年の運転免許証(一般運転
者）交付処分に対する審査請求について、次のとおり裁決する。

主 文

本件審査請求を棄却する。

事案の概要

罰

’

漁F璽冨黙臺皐年■審査請求人は、

交差点に

色灯火であるにもかかわらず、北から東へ左折進行したものである。

そして､審査請求人は､酢酢■日､運転免許証の有効期間の更新の申
請を行ったものであるが、前記交通違反を行っていたため、道路交通法第92条の2

蕊塁駕壹駕蕊躍懸総差妻耀曼言患麿■月■乱
審理関係人の主張の要旨

1 審査請求人の主張の要旨

（1）審査請求書記載の主張の要旨
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(2） 反論書記載の主張の要旨
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日■■時Bごろ、
以下｢本件交差点」 という｡）北東側路上に位置して、交通

壺嘉~;~定羅事していメ 増察官は、本件交差点南行き車線の対面信号機
が赤色灯火かつ直進の青色灯火矢印であることを確認した後、本件交差点北側

南行き車線第一通行帯を進行する普通乗用自動車（以下「審査請求人車」 とい



う｡）が、停止線手前で停止することなく、停止線を越えて本件交差点に進入し

左折進行したことから、警察官は信号無視（赤色等） と認め、警笛を吹鳴して

■■の警察官に合図を送り､■■の警察官が停止命令を発し､審査請求人車
を停止させたものである。

そして､警察官は交通反則切符を作成して、違反事実等について説明の上告知

し、交通反則切符の供述書（甲）欄への署名指印を求めたところ、審査請求人は

任意に署名指印し、交通反貝I告知書及び仮納付書を受領したが、後日、交通反則

通告センター光明池分室に出頭し、違反事実を否認したことから、警察官は否認
事件として措置したものである。

（2）本件交差点北側南行き車線からの対面信号機の灯火及び停止線の視認性は良好

であり、警察官の現認位置から審査請求人車の走行状況、対面信号機の灯火及び

停止線の見通しに問題はなく、警察官は本件違反を確実に現認している。
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(3 ） 審査請求人は、

一

よどと

主張するが、前記のとおり、本件違反事実は明らかであるから、審査請求人の主
張は認められない。

以上のことから、道路交通法第92条の2第1項に規定する「一般運転者」に該

当するとして､審査請求人に対し､有効期間が■年の運転免許証を交付したことは
妥当であり、違法、不当はない。
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干父愛息鬮打.き軍源の対面信号標

の青色灯火矢印であることを確認した後､本件交差点北側南行き車線第一通行帯を
進行する普通乗用自動車（以下「審査請求人車」 という｡）を停止線手前10. 4メ

ートルの地点に認め注視していたところ、審査請求人車は停止線手前で停止するこ
となく、停止線を越えて本件交差点に進入し左折進行したことから、信号無視（赤

色等) と認め､警笛を吹鳴し 警察官に合図を送り､■■■の警察官が停止
命令を発して、審査請求人車を停止させていることが認められる。
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主張し、反論書においては、
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などと主張するが、関係記録によると、



警察官の現認位置から審査請求人車の対面信号機の灯火及び停止線の視認性に問題

はなく、当該信号機の現示は、赤色灯火かつ右折の青色灯火矢印から黄色灯火、赤

色灯火へと変化した後、約50秒後に左折の青色灯火矢印が点灯し、 さらに黄色灯

火、赤色灯火へと変化した約5秒後に、直進の青色灯火矢印が点灯するものである

ことが認められ、左折の青色灯火矢印と直進の青色灯火矢印とでは、矢印が点灯す

るﾀｲﾐﾝグが明ら㎡らに異なることを踏まえると､本件交差点において､■■■
． ロ髄取締りに従事していた警察官が､当該信号灯』
若しくは誤信する可能性はおよそ考えられず、前記認定のとおり、警察官は審査請

求人車の走行状況を確実に現認していることが認められるから、本件違反事実は明

らかである。また当時、警察官は交通反則切符を作成し、審査請求人に対して本

件違反事実等を説明するなどして適正に告知したところ、審査請求人は交通反貝U切

符の供述書（甲）欄へ署名指印し、交通反則告知書及び仮納付書を受領したものの、

後日、交通反則通告センター光明池分室に出頭し、違反事実を否認したことから、

警察官は否認事件として措置していることが認められ、その他警察官の取扱いに違

法、不当があった事実も認められない上、たとえ審査請求人が当初から違反事実を

否認していたとしても、本件違反事実の認定は前記のとおりであるから、審査請求

人の主張は採用できない。

したがって､申立理由は､有効期間が■年の運転免許証(一般運転者)交付処分を
取り消すべき理由とは認められない。

よって、本件審査請求については、行政不服審査法第4．5条第2項の規定により主

文のとおり裁決する。

以上
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上記裁決書の謄本は、原本と相違ないことを証明する。

令和元年1 1月2フ曰

★阪府公安委員珊職蕊
（教示事項）

この裁決について不服があるときは、裁決があったことを知った日の翌日から起算
してeか月以内に、大阪府を被告として（訴訟において大阪府を代表する者は、大阪

府公安委員会となります｡)、裁決の取消しの訴えを提起することができます。
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令和2年12月17日

ご連絡

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

文書料の納付を確認しました。ご依頼の文書等を送付致します。

大阪市中央区大手前三丁目1番ll号

大阪府譽察本部府民応接センター

情報公開室

TEL:06-6943-1234

FAX:06-6941-6484
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T540-8540


